
【歳入】

302,699 千円

【歳出】

　社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費 2,496,239 千円

1,488,623 千円 ）

【社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費】 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

うち地方消
費税交付金
（社会保障
　財源化分）

子ども医療費助成事業
※義務教育就学前分（未熟児への医療費助成を含む）

28,449 11,491 0 8,964 7,994 1,626

重度障害者（児）医療費無料化対策事業 103,238 50,193 0 0 53,045 10,786

保育所一般事業等 311,059 5,475 0 53,942 251,642 51,169

その他事業 1,016,382 640,881 0 52,960 322,541 65,586

小　　計 1,459,128 708,040 0 115,866 635,222 129,167

国民健康保険事業
（特別会計繰出金)

123,007 87,112 0 0 35,895 7,299

介護保険事業
（特別会計繰出金）

289,175 9,196 0 0 279,979 56,931

後期高齢者医療事業
（特別会計繰出金等）

355,494 49,995 0 0 305,499 62,121

小　　計 767,676 146,303 0 0 621,373 126,351

妊婦・乳幼児健康診査事業 13,909 11 0 6,500 7,398 1,504

国民健康保険病院事業会計負担金事業 176,041 0 0 0 176,041 35,796

救急医療対策事業 2,477 0 0 1,000 1,477 300

その他事業 77,008 229 0 29,667 47,112 9,581

小　　計 269,435 240 0 37,167 232,028 47,181

2,496,239 854,583 0 153,033 1,488,623 302,699
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 ※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要した一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

　社会保障の充実に要する経費に充てるものとされています。

　　越前町の令和６年度一般会計決算における社会保障関連経費への充当状況は、下記のとおりです。

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち一般財源）      （

事　　業　　名
令和６年度

決算額

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

　　また、令和元年１０月１日から消費税が８％から１０％に引き上げられたことに伴う地方消費税増収分についても、

令和６年度越前町一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

増収分に係る社会保障４経費及びその他社会保障施策経費への充当状況について

　　平成２６年４月１日から消費税率(国・地方)が５％から８％に引上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分

　については、その使途を明確化し、社会保障４経費(年金、医療、介護、子育て)及びその他社会保障施策に要する経費

　に充てるものとされています。


